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受託契約準則の変更 

 新条文 旧条文 

第２章 取引の受託 

 

（委託の際の指示） 

第６条  （現行どおり） 

第２章 取引の受託 

 

（委託の際の指示） 

第６条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度次に掲げる事

項を受託会員に指示するものとする。 

⑴ 取引の種類 

⑵ 上場商品の種類 

⑶ 限月 

⑷ 売付け又は買付けの区別 

⑸ 新規又は仕切りの区別 

⑹ 枚数 

⑺ 指値又は成行の区別その他注文の種類の別 

⑻ 取引を行う日時（指値の場合は委託注文の有効期限を含む）及び

指値の場合はその値段 

 

２ 前項の規定にかかわらず、受託会員が前項第５号に掲げる事項の指

示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに

同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示

を行うことを要しない。この場合において、当該受託会員は、当該事

項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。 

（ 新 設 ） 

 

第６章 取引の制限等 

 

（未決済建玉の移管又は引継ぎ） 

第 27 条 受託会員は、次の各号に該当する場合であって本所の定款及

び業務規程に基づき、当該受託会員(以下この条において「移管元受

 

第６章 取引の制限等 

 

（取引停止の場合等の建玉の取扱い） 

第 27 条 受託会員は、次の各号に該当する場合であって本所の定款及

び業務規程に基づき、当該受託会員(以下この条において「移管元受
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託会員」という。)の委託に係る建玉を他の受託会員(以下この条に

おいて「移管先受託会員」という。)へ移管を行わせることとなった

ときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。 

(1) 移管元受託会員と移管先受託会員との間で、すべての委託に係

る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契

約について移管元受託会員の委託者から同意を得るとともに当該

契約について本所に対し当該双方の受託会員から届け出されてい

る場合 

託会員」という。)の委託に係る建玉を他の受託会員(以下この条に

おいて「移管先受託会員」という。)へ移管を行わせることとなった

ときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。 

(1) 移管元受託会員と移管先受託会員との間で、本所の定款に基づ

き違約者となったことにより取引停止処分を受けた場合等(以下

「取引停止等」という。)において、すべての委託に係る建玉の移

管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について

移管元受託会員の委託者から同意を得るとともに当該契約につい

て本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合 

(2) 移管元受託会員、当該移管元受託会員の委託者及び移管先受託

会員との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締

結し、かつ、あらかじめ当該契約について本所に対し当該双方の

受託会員から届け出されている場合 

(2) 移管元受託会員、当該移管元受託会員の委託者及び移管先受託

会員との間で、取引停止等において、当該委託者に係る建玉の移

管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について

本所に対し当該双方の受託会員から届け出されている場合 

 

２（ 現行どおり ） ２ 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移

管先受託会員へ第４条に基づく書面を差し入れるものとする。ただ

し、現に当該移管先受託会員に当該書面を差し入れている場合は、

この限りでない。 

３ 第１項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に

預託していた当該委託者の取引証拠金（直接預託に限る。）は、移管

先受託会員を代理人として清算機構に預託したものとしてみなす。 

３ 第１項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、清算機構に

預託していた当該委託者の取引証拠金は、移管先受託会員を代理人

として清算機構に預託したものとしてみなす。 

 

４（ 現行どおり ） ４ 受託会員又は取次者は、次の各号に該当し、かつ、あらかじめ本

所の承認を受けた場合は、本所の定款に基づき当該受託会員の委託

に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託会員へ、当

該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託会員

となる者へ、又は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認め

た者へ引継ぐことができる。 
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⑴ 受託会員が他の受託会員の取次者となるとき 

当該受託会員が取次者となることについて、委託者から、あらか

じめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、委託に

係る建玉を取次ぎに係る建玉として引継ぐ合意について本所に対し

当該受託会員及び取次ぎ先受託会員の双方から届け出されている場

合 

 ⑵ 他の受託会員の取次者が受託会員となるとき 

当該取次者が受託会員となることについて、取次委託者から、あ

らかじめ当該変更に係る同意を受けている場合であって、かつ、取

次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として引継ぐ合意について本所に

対し当該取次者及び当該取次者の取次ぎ先受託会員の双方から届け

出されている場合。 

 

５ 前項第１号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算

機構に預託していた当該委託者の取引証拠金（直接預託に限る。）

は、当該取次者及び引継ぎ先受託会員を代理人として、前項第２号

の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算機構に預託し

ていた当該取次委託者の取引証拠金（直接預託に限る。）は、当該受

託会員となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合

にはその認めた者を代理人として清算機構に預託したものとしてみ

なす。 

５ 前項第１号の規定に基づき建玉の引継ぎが行われたときは、清算

機構に預託していた当該委託者の取引証拠金は、当該取次者及び引

継ぎ先受託会員を代理人として、前項第２号の規定に基づき建玉の

引継ぎが行われたときは、清算機構に預託していた当該取次委託者

の取引証拠金は、当該受託会員となった者を代理人として、その他

本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人として清算機構

に預託したものとしてみなす。 

 

６ 本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該委

託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又は清算機構の定め

る規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託会員、当

該引継ぎ先受託会員、本所又は清算機構に対して異議を申し立てるこ

とができない。 

６ 本条の規定により建玉の移管又は引継ぎが行われたときは、当該

委託者又は当該取次委託者はこの準則その他本所又は清算機構の定

める規則に基づき行われる取扱いにより、当該委託者又は当該取次

委託者が損害を被った場合であっても、当該移管先受託会員、当該

引継ぎ先受託会員、本所又は清算機構に対してその損害賠償は請求

できないものとする。 
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第７章 雑則 

 

（受託会員が非清算参加者である場合の特例） 

第 38 条 （現行どおり） 

第７章 雑則 

 

（受託会員が非清算参加者である場合の特例） 

第 38 条 受託会員が非清算参加者である場合における商品清算取引の

委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処

理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合にお

いて、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、「取次者」とある

のは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対

する委託者」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読

み替えるものとする。 

（ 削 る ） ２ 非清算参加者である受託会員が指定清算参加者受託会員に対して

債務不履行となったときは、当該指定清算参加者受託会員が当該非清

算参加者受託会員の委託に係る取引の処理を行うものとし、この場合

において当該委託者と指定清算参加者受託会員との間に委任契約が

成立しているものとみなす。これに対して当該委託者は、異議を申し

立てることができない。 

附 則 

平成 20 年 5 月 14 日開催の理事会において議決された第 6条（委託

の際の指示）、第 27 条（取引停止の場合等の建玉の取扱い）及び第

38 条（受託会員が非清算参加者である場合の特例）の変更規定は、

経済産業大臣の認可の日(平成 20 年６月 16 日)から施行する。 

（ 新 設 ） 

 


